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第６章 相続の承認および放棄

（当然の取得）

第1846条 相続人は，相続開始の時に当

然に遺産を取得する。ただし，第1198条

の場合においては，この限りでない。

（放棄）

第1847条 相続人は，相続開始の事実お

よびその事由を知った時から４箇月以内

に，相続を放棄することができる。遺言

による遺産の取得の場合においては，４

箇月の期間の進行は，遺言の公開より前

に開始しない。

被相続人の最後の住所が海外にあり，

または相続人が海外にいるときに遺産を

取得したことを知ったときは，前項の期

間は，１年とする。

前２項の期間は，消滅時効が中断する

のと同様の事由により中断する。

（放棄の申述）

第1848条 放棄の申述は，遺産について

管轄を有する裁判所の書記官の面前でこ

れを行わなければならない。代理人によ

る放棄の場合においては，公正証書によ

る特別の代理権授与を要する。

国庫は，法定相続によって得る遺産を

放棄することができない。

第1849条 遺言者が相続を承認すること

を明示的または黙示的に表示したとき

は，放棄は，その効力を有しない。遺産

目録を作成したことのみでは，本条の表

示とならない。

第1850条 放棄をすべき期間を経過した

後の放棄は，その効力を有しない。期間

を経過したときは，相続は，これを承認

したものとみなす。

（相続開始がない場合の放棄）

第1851条 相続の承認または放棄は，相

続開始前にしたものであり，または相続

開始の事由について錯誤があるときは，

その効力を有しない。条件もしくは期限

を付し，または相続の一部についてした

承認または放棄についても，同様とす

る。

（放棄後の，別段の事由による承認）

第1852条 遺言による相続を放棄した者

は，その後に法定相続があったときは，

これを承認することができる。
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（多数の相続分）

第1853条 相続人が，同一のまたは異な

る事由により多数の相続分を取得するこ

とができるときは，各相続分につき個別

に承認または放棄をすることができる。

ただし，遺言者が別段の定めをしたとき

は，この限りでない。

（相続人の相続人）

第1854条 相続人の相続人は，相続を放

棄する権利を承継する。

第1855条 放棄についての期間を経過す

る前に相続人が死亡したときは，当該期

間は，当該相続人の遺産に関する相続の

放棄についての期間を経過する前に満了

しない。

前項の相続人に多数の相続人があると

きは，各相続人は，自己の相続分の割合

に応じた部分について相続を放棄するこ

とができる。

（放棄の効力）

第1856条 相続を放棄した相続人は，そ

の相続に関しては，初めから相続人とな

らなかったものとみなす。この場合にお

いては，放棄をした相続人が被相続人の

死亡した時に既に死亡していた場合に相

続をしていた者が，相続をする。この場

合における相続は，被相続人の死亡した

時に開始したものとみなす。

（放棄の撤回）

第1857条 相続の承認または放棄は，こ

れを撤回することができない。

錯誤，強迫または詐欺による承認また

は放棄については，法律行為に関する規

定に従って判断をする。この場合におい

ては，その取消しの訴えは，６箇月以内

にこれをしなければならない。

遺産中の資産と負債についての錯誤

は，要素についてのものでないものとみ

なす。

本条の規定は，放棄をすべき期間を経

過したことによる法定承認の場合につい

ても適用する。

（遺産に対する訴え）

第1858条 相続人は，相続を放棄する権

利を有する期間は，これを遺産に対する

請求権の訴えの被告とすることができな

い。ただし，当該相続人が帰属者未確定

の遺産の管理人としての選任を受けたと

きは，この限りでない。

（放棄前の管理）

第1859条 相続を放棄する前に相続人が

した管理行為は，相続人との関係では，

事務管理の規定に従ってこれを判断す

る。

相続人が相続を放棄する前に遺産に属

するものを処分した場合において，遺産

を害することなく当該処分を延期するこ

とができなかったときは，当該処分は，

相続の放棄をした後もその効力を有す

る。相続人が相続を放棄する前に第三者

が相続人に対して単独行為をしたとき

も，同様とする。

第７章 欠 格

（事由）

第1860条 次の各号に掲げる者は，相続

人となることができない。①故意に被相

続人，またはその子，親，もしくは配偶

者を死亡するに至らせ，または死亡する

に至らせようとした者。②被相続人が重

い犯罪を犯した旨の虚偽の告発をしたこ

とについて，有罪となった者。③被相続

人が遺言を作成し，または変更すること

を故意に妨げた者。④詐欺または違法も
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しくは善良の風俗に反する方法により，

遺言者に遺言を作成させ，または変更さ

せた者。⑤遺言者の遺言書に変更を加

え，またはこれを破棄した者。

（容赦）

第1861条 前条による欠格は，被相続人

が公文書または遺言により欠格者を容赦

したときは，なかったものとする。

（欠格の宣告）

第1862条 欠格は，裁判所の判決でこれ

を宣告する。関連する訴えを提起する権

利を有するのは，欠格者または欠格者の

次順位の相続人がなくなることについて

利益関係を有する者とする。

前項の訴えは，欠格者が相続をした時

から２年以内にこれを提起しなければな

らない。受遺者が欠格したときは，本項

の期間は，相続人が相続をした時に開始

する。

（効力）

第1863条 欠格を宣告した判決が確定し

たときは，欠格者による相続は，なかっ

たものとみなす。遺産は，欠格者が相続

開始の時に生存していなかった場合に次

順位の相続人となっていた者がこれを相

続する。この場合における相続は，被相

続人の死亡した時にあったものとみな

す。

第1864条 欠格に関する規定は，遺留分

権利者および受遺者についても適用す

る。

第８章 帰属者未確定の遺産

（帰属者未確定の遺産）

第1865条 相続人が知れず，または相続

人が相続を承認したことが確実でないと

きは，遺産について管轄を有する裁判所

は，利害関係を有する者の請求によりま

たは職権で，遺産の管理人を選任しなけ

ればならない。緊急の場合には，地方裁

判所の検察官は，暫定的な管理人を選任

しなければならない。暫定的な管理人

は，遅滞なく，管理人を選任することを

裁判所に請求しなければならない。

（管理人の権限）

第1866条 管理人は，相続人を代理し，

遺産を管理する。遺産の管理に際して

は，管理人は，遺産に属するものに印を

付し，その目録を作成し，必要な全ての

保存行為をし，帰属する債権を回収し，

かつ，金銭を利息付で安全な銀行に預け

る義務を負う。管理人は，裁判所の許可

を得ないで，遺産に属する物を処分し，

これについて消費貸借契約もしくは和解

契約を締結し，または２年を超える期間

について遺産の動産もしくは不動産を賃

貸することができない。

（相続人である胎児の母）

第1867条 被相続人が死亡した時に，相

続人がいまだ胎児である場合には，母

は，自己の生計を営むことができないと

きは，出産までの期間について，胎児の

相続分から扶養を受けることを請求する

ことができる。この場合における相続分

の算定については，子は，１人出生する

ものとみなす。

（相続人がない場合）

第1868条 状況に応じた期間内に相続人

が見つからないときは，遺産について管

轄を有する裁判所は，国庫を除いた他の

相続人がないことを確認しなければなら

ない。当該確認があったときは，国庫

は，法定相続人であるものと推定する。
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第1869条 裁判所は，前条の確認をする

前に，相続の権利を主張する者がその旨

を申し出るよう公示をすることを命じ，

公示の方法および期限について定めなけ

ればならない。公示の費用が遺産の価額

に比して不相当に多額のものであるとき

は，公示に代えて，相続人である可能性

の高い者に対して特別の通知を送付する

ことができる。

前項の期限内に相続人が現れず，また

は相続人として現れた者の権利が存在し

ないと判断したときは，裁判所は，前条

に定める確認を行う。

第1870条 法定相続人としての国庫は，

裁判所が他の相続人のないことを確認す

る前に権利を行使し，または権利の行使

の対象となることができない。

第９章 相続回復請求権

（被告）

第1871条 相続人は，相続人として遺産

に属するものを占有する者（遺産占有

者）に対して，自己の相続権を認め，か

つ，遺産またはこれに属するものを返還

することを請求することができる。

（遺産に帰属するもの）

第1872条 前条に規定する遺産には，次

の各号に掲げるものも含む。①被相続人

が，その死亡時に，占有または所持する

権利を有したもの。被相続人の生存中に

その占有または所持の侵奪があったとき

も，同様とする。②遺産占有者が相続を

利用した法律行為により受けた全てのも

の。遺産占有者が当該法律行為によって

受けたものを相続人が取得したときは，

当該法律行為は，その効力を有しないも

のであったときでも，有効なものとな

る。

（現物を返還できない場合）

第1873条 遺産占有者は，遺産の現物を

返還することができないときは，不当利

得の規定に従って責任を負う。

（善意の占有者。利得）

第1874条 遺産の善意の占有者は，遺産

のために費用を支出した場合において，

当該費用が第1873条に従った不当利得の

算定により償還を受けることのできない

ものであるときでも，その償還を請求す

る権利を有する。費用は，占有者が遺産

の負担または債務を消滅させるためにし

た全ての支出も含むものとする。

費用に係る請求権については，占有者

は，遺産に属する有体物に対する債権的

留置権をもって対抗することができる。

（訴えの送達）

第1876条 訴えの送達を受けた後に，遺

産が劣化し，滅失し，または他の事由に

よりこれを返還することができなくなっ

たときは，遺産の善意の占有者は，所有

権回収の訴えの送達を受けた後の物の占

有者の責任を定める規定に従って責任を

負う。

訴えの送達を受けた後に被告が収取し

た利得，遺産に属する有体物の増加およ

び訴えの送達を受けた後にした支出に関

する占有者の請求権についても，同様と

する。

（悪意の占有者）

第1877条 遺産の占有者が占有を取得し

た時に悪意であり，またはその後に自己

が相続人でないことを知ったときは，そ

の時から前条の規定により責任を負う。

前項の規定は，遅滞による遺産占有者
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の責任を妨げない。

第1878条 遺産占有者は，遺産に帰属す

るものの占有を刑事上罰せられる行為に

より得たときは，不法行為の規定に従っ

て責任を負う。

（相続人に対する取得時効）

第1879条 相続回復請求権が時効により

消滅していないときは，遺産占有者は，

自己の占有する遺産に属する物の取得時

効をもって相続人に対抗することができ

ない。

（情報提供義務）

第1880条 遺産占有者は，相続人に対し

て，遺産の状態およびこれに帰属するも

のの行方について情報を提供する義務を

負う。次の各号に掲げる者も，同様の義

務を負う。①相続人が占有を開始する前

に，遺産に帰属する物の占有を開始し

た，遺産占有者でない者。②被相続人が

死亡した時に，被相続人と生活関係上一

体をなした者。

（特別の訴えの提起）

第1881条 遺産占有者は，相続人が遺産

占有者に対して遺産に帰属するものに関

する個々の訴えを提起したときでも，遺

産回復請求権についての規定により責任

を負う。

（占有者からの取得者）

第1882条 遺産占有者から契約により遺

産を取得した者は，相続人との関係で

は，遺産占有者であるものとみなす。

（失踪者の場合）

第1883条 失踪の宣告を受けた者は，そ

の後に現れたときは，遺産回復請求権の

規定によりその財産の返還を請求するこ

とができる。失踪者が生存する期間は，

その請求権の消滅時効は，失踪者が失踪

の宣告を受けたことを知った時から１年

を経過するまで完成しない。

失踪の宣告を受けなかった者につい

て，死亡したものである旨の誤った判断

があったときも，同様とする。

第10章 多数の相続人の関係

（共同関係）

第1884条 相続人が多数あるときは，遺

産は，各相続人の相続分の割合に応じて

共同のものとなる。法に別段の定めがな

いときは，共同相続人の間の共同関係に

ついては，共同関係の一般規定を適用す

る。

（債権および債務の分担）

第1885条 遺産の債権および債務は，各

共同相続人の相続分の割合に応じて，当

然に相続人間でこれを分担する。

（相続分の処分）

第1886条 各共同相続人は，遺産または

これに帰属するものに対するその相続分

を処分することができる。

（分割）

第1887条 各共同相続人は，いつでも遺

産の分割を請求する権利を有する。遺言

者は，その死亡の時から10年を超える期

間について分割を禁ずることができな

い。

第1888条 各共同相続人は，遺産の動産

および不動産に対するその相続分の現物

を受けることを請求することができな

い。

被相続人もしくはその家族の個人的関

係または遺産全体に関する書面は，共同

のものとし，分割をする裁判所の指定す

る共同相続人がこれを保管する。

（家庭用住居に関する調整）
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第1889条 分割をすべき遺産に，被相続

人が生存した間に被相続人およびなお生

存するその配偶者が主な居所として使用

した不動産があるときは，裁判所は，遺

産を分割する際に，被相続人の配偶者の

請求により，特別の事情を考慮して，当

該不動産の所有権を被相続人の配偶者の

みに帰属させることができる。被相続人

が死亡した時の当該不動産の価額がなお

生存する配偶者の相続分の価額を超える

ときは，配偶者は，当該価額の差異を支

払った後に所有権を取得する。本条の規

定は，なお生存する配偶者を含む多数の

相続人に属した家庭用住居として使用し

た不動産のみを分割するときについて

も，適用する。

（遺言による分割方法）

第1890条 被相続人は，その遺言をもっ

て，分割の方法を指定することができ

る。遺言者はとりわけ，分割の方法を，

第三者の相当な判断に委ねることができ

る。

（尊属による分配）

第1891条 尊属は，その財産を，その生

存中に卑属に配分することができる（分

配）。分配は，契約によってこれを行う

ことができ，現存する財産のみを含むも

のとする。ただし，尊属は，その遺言の

定めについては，当該分配による拘束を

受けない。

第1892条 分配に含めなかった財産につ

いては，法に従ってその配分をする。

第1893条 遺留分権利者である卑属を含

めなかった分配は，当該卑属との関係に

おいては，その遺留分の割合に相当する

部分についてその効力を有しない。

第1894条 分配により卑属の遺留分を害

した場合については，第1827条の規定を

適用する。

第11章 特別受益

（特別受益の対象）

第1895条 卑属は，法定相続をする場合

において，被相続人がその生存中に卑属

に贈与その他の方法により無償でものを

供与し，または卑属の職業教育のために

費用を支出したときは，当該ものまたは

費用が被相続人の経済状況に相当する価

額を超えるものである場合には，互いに

これを控除しなければならない。ただ

し，被相続人が供与または支出をする時

に，控除をする必要がない旨を定めたと

きは，この限りでない。

（他人の代わりに控除をする場合）

第1896条 相続人として特別受益の控除

をすべき義務を負っていた卑属が被相続

人の死亡する前または死亡した後に相続

をすることができなくなったときは，そ

の地位を承継する卑属は，相続をするこ

とができなくなった者に対する供与につ

き控除をする義務を負う。

被相続人が，相続をすることができな

い卑属につき代襲相続人を指定した場合

において，疑いがあるときは，当該代襲

相続人は，相続をすることができなくな

った者に対する供与につき控除をする義

務を負う。

（遺言による相続の場合の特別受益）

第1897条 被相続人が，遺言がなかった

ときと同様の相続分の割合を定めてその

卑属をその相続人として指定した場合に

おいて，疑いがあるときは，法定相続の

場合と同様の範囲について控除の義務が
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存するものとする。

（親等のより遠い卑属による特別受益）

第1898条 被相続人が，前順位の親等の

より近い卑属が相続をすることができな

くなる前に親等のより遠い卑属または他

の卑属を代襲して相続人となる卑属に供

与をしたときは，当該供与は，これを控

除しないものとする。ただし，当該供与

をする時に被相続人が控除をすべきこと

を定めたときは，この限りでない。

法律上の卑属としての地位を取得する

前に被相続人から供与を受けた者につい

ても，同様とする。

（控除の方法）

第1899条 控除は，控除の対象となる特

別受益の価額を算定して，これに卑属の

間で配分すべき遺産を加えたものを遺産

とみなし，控除の義務を負う者の相続分

からその価額を控除してこれを行う。

供与の価額の算定については，供与の

あった時期を基準とする。

（控除すべき特別受益の価額が相続分を

超える場合）

第1900条 卑属が控除すべき特別受益の

価額がその相続分を超えるときは，卑属

は，その相続分を超える部分について

は，控除をする義務を負わない。この場

合においては，遺産は，卑属が控除すべ

きであった特別受益を算定しないで，他

の相続人の間でこれを配分する。

第12章 限定承認

（単純承認をした相続人の責任）

第1901条 相続人は，遺産の債務につい

ては，自己の財産を含めて責任を負う。

遺贈その他の負担は，それ以外の債務の

後にこれを履行しなければならない。

（限定承認）

第1902条 相続人は，相続を放棄する権

利を有する間は，限定承認をすることが

できる。限定承認は，遺産について管轄

を有する裁判所の書記官に対してこれを

行う。

限定承認をするものであると法が定め

る者が相続人であるときは，当該者によ

る相続の承認は，限定承認であったもの

とみなす。

（限定承認の期限）

第1903条 限定承認をした相続人は，前

条に従って限定承認をした時から４箇月

以内に，遺産の目録を作成しなければな

らない。

（限定承認をした相続人の責任）

第1904条 限定承認をした相続人は，遺

産の債務については，遺産の価額の限度

においてのみ責任を負う。遺産に対する

相続人の権利および義務は，混同によっ

て消滅しない。

（個別の財産としての遺産）

第1905条 相続の限定承認をした後は，

遺産の権利および義務は相続人の財産か

ら当然に分離し，個別の財産となる。

（抵当権設定登記）

第1906条 相続の限定承認があったとき

は，被相続人が死亡した後の遺産に対し

する抵当権または根抵当権の設定登記

は，いかなる権原によるものである場合

でも，遺産の債権者に対する一切の優先

権を生じない。

（遺産の管理）

第1907条 限定承認をした相続人は，遺

産を管理し，かつ，全てのその過失につ

いての責任および報告をする義務を負

う。
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（不動産および債権証券の処分）

第1908条 限定承認をした相続人は，裁

判所の許可を得ないで遺産の不動産，公

債証券，株式または株式会社の債権証券

を処分することができない。不動産は，

競売によりこれを売却する。ただし，裁

判所が別段の定めをしたときは，この限

りでない。

（遺産の譲渡）

第1909条 限定承認をした相続人は，民

事訴訟法の規定に従って，遺産の債権者

および受遺者に遺産を譲り渡すことがで

きる。限定承認をした相続人は，当該譲

渡により，当該者に対する一切の義務を

免れる。

（遺産を対象とする相続人の訴え）

第1910条 限定承認をした相続人の遺産

を対象とする訴えは，他の相続人に対し

てこれを提起し，他の相続人がないとき

は，帰属者未確定の遺産の管理人につい

ての規定に従い特別の管理人を選任しな

ければならない。

（限定承認の利益の喪失）

第1911条 相続人は，次の各号に掲げる

場合には，限定承認の利益を喪失する。

①期限内に遺産の目録を作成しなかった

とき。②故意に不正確な財産目録を作成

したとき。③遺産の管理につき故意があ

ったとき。④裁判所の許可を得ないで遺

産の不動産，公債証券，株式または株式

会社の債権証券を売却したとき。

第1912条 行為能力の剥奪または制限を

受けた者の場合において，当該者による

相続の承認が限定承認であるものとする

法の定めがあるときは，限定承認の利益

は，当該者が行為能力者となった時から

１年以内に遺産の目録を作成しなかった

場合には，これを喪失する。

第13章 裁判所による遺産の清算

（裁判所が遺産の精算を命ずる場合）

第1913条 遺産について管轄を有する裁

判所は，遺産の債権者の請求により，遺

産の精算を命ずることができる。

清算は，遺産が帰属者未確定のもので

あり，または相続人が限定承認をしたと

きでも，これを命ずることができる。

裁判所は，清算を請求した債権者に対

して相続人が担保を提供したときは，当

該請求を棄却することができる。

（個別の財産としての遺産）

第1914条 遺産に帰属する権利および義

務は，清算を命ずる判決を言い渡したと

きから，相続人の財産から当然に分離

し，清算人の管理する個別の財産とな

る。被相続人が死亡した後の遺産に対す

る抵当権または根抵当権の設定登記は，

いかなる権原によるものである場合で

も，遺産の債権者に対して一切の優先権

を生じない。

（清算人の選任）

第1915条 裁判所は，清算を命ずる判決

をもって，遺産の清算人を選任しなけれ

ばならない。完全な行為能力を有すると

きは，唯一の相続人または多数の相続人

のうちの１人を清算人として選任するこ

とができる。

（遺産の債権者に対する通知）

第1916条 清算人は，判決の送達を受け

た時から１箇月以内に，新聞にその概要

および遺産の債権者に対してその請求権

を申し出，かつ，これを証明する資料を

提出するよう求める通知を掲載しなけれ

ばならない。
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前項の掲載についての事項は，精算を

命ずる判決をもってこれを定めなければ

ならない。概要および債権者に対する通

知は，被相続人の最後の住所または居所

のあった場所の新聞にこれを掲載しなけ

ればならない。

（債権者による申出）

第1917条 自己が遺産の債権者である旨

を主張する者は，前条に従ってした最後

の掲載から４箇月以内に，その請求権を

申し出，かつ，これを証明する資料を提

出しなければならない。

清算人は，申出のあった請求権を基

に，申出についての期限を経過した時か

ら３箇月以内に，遺産の目録を作成しな

ければならない。重大な事由が存すると

きは，遺産について管轄を有する裁判所

は，当該期間を伸長することができる。

（清算人の事務）

第1918条 清算人は，遺産を管理し，全

ての過失について責任を負い，かつ，報

告をする義務を負う。

清算人は，遺産の目録の作成を終える

まで，遺産の債務を確認し，債権を回収

し，かつ，相続財産の動産および不動産

を処分しなければならない。

受け取った金銭については，清算人

は，これを安全な銀行に利息付で預けな

ければならない。

不動産，公債証券，株式または株式会

社の債権証券を処分する場合について

は，第1908条の規定を適用する。

（清算人の報酬）

第1919条 清算人は，遺産について管轄

を有する裁判所が定める相当の報酬を受

ける権利を有する。不能または非常に困

難でないときは，裁判所は，事前に相続

人の意見を聴くものとする。

（遺産の不足）

第1920条 遺産の目録の作成により遺産

の資産がその債務を弁済するのに十分で

ないことが判明したときは，清算人は，

債権者に対して弁済をする前に，遺産に

ついて管轄を有する裁判所に，全ての債

権者に均等に弁済することを調整する旨

を請求することができる。この場合にお

いては，被相続人の死亡する前に法によ

り取得した優先権または抵当権もしくは

根抵当権設定登記は，これを害すること

ができない。

条件付債権を有する者については，条

件付の状態でその債権を考慮する。

（申出をしなかった債権者）

第1921条 遺産の債権者は，第1917条に

従って期限内に申出をしなかったとき

は，申出をした債権者に対する弁済の後

になお遺産が存するときに限り，弁済を

受けることができる。

（清算と責任の制限）

第1922条 遺産の清算を命ずる判決は，

相続人が限定承認をした場合を除き，遺

産の債務に関するその責任を制限するも

のとならない。限定承認をした相続人の

事務は，判決の言渡しがあった時に終了

する。

第14章 信託遺贈

（意義）

第1923条 遺言者は，相続人に，特定の

事実があり，または特定の時期を経過し

た後に，その取得した遺産またはその一

定の割合を他人（信託受遺者）に引き渡

す義務を課すことができる。
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前項の義務は，信託受遺者にこれを課

すことはできない。

第1924条 第1711条第２文の場合を除

き，遺言者が，その死亡した時に未だ胎

児でない者を相続人として指定したとき

は，当該者は，信託受遺者であるものと

みなす。

遺言者の死亡した時に未だ設立のない

法人を相続人として指定したときも，同

様とする。

（停止条件または停止期限付の指定）

第1925条 遺言者が，その死亡時に未だ

成就していない停止条件または停止期限

を付してある者を相続人として指定した

ときは，当該者は，信託受遺者であるも

のとみなす。

相続人としての指定が，遺言者の死亡

した後の事実に係るものであるときも，

同様とする。

（解除条件または解除期限付の指定）

第1926条 遺言者が，信託受遺者を指定

しないで，解除条件または解除期限を付

してある者を相続人として指定したとき

は，遺言者が当該条件の成就または期限

の到来した後に死亡していたならば遺言

者を相続していたであろう者が信託受遺

者であるものとみなす。

（処分の禁止）

第1927条 遺言者が相続人による遺産の

処分または終意処分によるその譲渡を禁

じた場合において，疑いがあるときは，

相続人の法定相続人は，信託受遺者であ

るものとみなす。

第1928条 遺言者が相続人による遺産の

処分または終意処分によるその譲渡を禁

じ，かつ，当該禁止により利益を受ける

者を指定した場合において，疑いがある

ときは，当該方法により指定を受けた者

は，信託受遺者であるものとみなす。

（家庭用信託遺贈）

第1929条 遺言者が相続人を指定し，か

つ，遺産の全部または一定の割合につい

て相続人の家族がこれを保管すべき旨を

指定した場合において，疑いがあるとき

は，第1923条第２項の場合を除き，相続

人の死亡した後は，遺言者が相続人の死

亡した時に死亡していたならば遺言者を

法定相続していたであろう全ての者が信

託受遺者であるものとみなす。

遺言者の親等のより遠い親族について

は，家庭用信託遺贈は，その効力を有し

ない。

第1930条 遺言者が相続人を指定し，か

つ，遺産の全部または一定の割合につい

て相続人の家族がこれを保管すべき旨を

指定した場合において，疑いがあるとき

は，第1923条第２項の場合を除き，相続

人の死亡した後は，相続人を法定相続し

ていたであろう全ての者が信託受遺者で

あるものとみなす。

遺言者の親等のより遠い親族について

は，家庭用信託遺贈は，その効力を有し

ない。

（特別の遺贈義務者）

第1931条 第1924条および第1925条の場

合においては，信託受遺者が遺産を取得

するまでは，その相続分については，法

定相続があるものとする。

（黙示の代襲相続）

第1932条 信託受遺者としての指定を受

けた者は，疑いがあるときは，相続人の

代襲相続人としての指定も受けたものと

みなす。

（子のない卑属）

第1933条 遺言者がその卑属の死亡した

ときのために信託受遺者を指定した場合

において，当該卑属に子がないときは，

信託受遺者は，卑属が子のないまま死亡
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した場合のためにこれを指定したものと

みなす。

（信託遺贈の範囲）

第1934条 信託受遺者の権利は，疑いが

あるときは，相続人がその共同相続人が

相続をすることができなくなったことに

より取得した相続分にも及ぶものとす

る。

（相続の時期）

第1935条 遺言者が別段の事実または時

期を指定しなかったときは，遺産は，相

続人が死亡した時に信託受遺者に移転す

る。

第1924条の場合においては，遺産は，

懐胎または法人の設立があった時に移転

する。

（信託受遺者の存在）

第1936条 信託受遺者となることができ

るのは，遺産の移転がある時に生存し，

または胎児である者のみとする。

信託受遺者が当該時期に生存せず，ま

たは胎児でない場合において，遺言者が

別段の定めをしなかったときは，遺産

は，相続人がこれを保持する。

（信託受遺義務者の権利）

第1937条 信託受遺者への遺産の移転が

あるまでは，相続人は，相続に関する訴

えを提起し，かつ，遺産を管理すること

ができる。相続人は，信託受遺者に対し

ては，自己の事務に対するのと同様の注

意を基準に責任を負う。

遺言者が別段の定めをしなかったとき

は，遺産に属するものの処分は，通常の

管理により必要となり，もしくは信託受

遺者が同意をした場合，または第1939条

の場合においてこれをすることができ

る。これ以外の処分は，信託受遺者に遺

産が移転した時に，無効となる。

（費用）

第1938条 遺産が信託受遺者に移転する

までは，相続人は，必要費，果実を生産

するための費用および遺産についての通

常の負担を支払わなければならない。そ

れ以外の費用については，事務管理の規

定に従って判断をする。

（残額の信託遺贈）

第1939条 遺言者が，信託受遺者に遺産

が移転する時の残額を取得させる旨の指

定をし，または相続人に遺産の自由な管

理を許可したときは，相続人は，遺産に

属するものを処分する権利を有する。

（信託遺贈の承認または放棄）

第1940条 信託財産が信託受遺者に移転

したときは，信託受遺者は，相続の承認

または放棄の規定に従ってその承認また

は放棄をする権利を有する。

（信託遺贈の効力）

第1941条 遺産が信託受遺者に移転した

ときは，相続人は，相続人としての地位

を喪失し，遺産を，通常の管理があった

のと同様の状態で引き渡す義務を負う。

ただし，移転の時期までに生産した果実

については，この限りでない。信託受遺

者は，報告を求める権利を有する。

混同により消滅した権利および義務

は，当然に回復する。

第15章 遺産の処分

（遺産の売却）

第1942条 相続人は，自己に移転した遺

産の全部またはその一定の割合を売却す

ることができる。

前項の売却は，公正証書によるもので

なければならない。
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（遺産の売却の対象）

第1943条 遺贈，負担もしくは信託遺贈

をしないことまたは特別受益による相続

人の義務による利益は，買主に帰属す

る。

第1944条 売買の後に，信託遺贈または

共同相続人が相続をすることができなく

なったことにより売主が取得した相続分

および売主が得た先取分は，疑いがある

ときは，売買の対象とならなかったもの

とする。

家庭用書面および家宝についても，同

様とする。

（売主の義務）

第1945条 売主は，売買の時に存する遺

産に属するものおよび売買の前に，遺産

に属する権利により，遺産に属するもの

の劣化，滅失もしくは強奪または遺産に

関する法律行為により得たものを買主に

譲り渡す義務を負う。

第1946条 遺産に属するものの消費また

は無償の処分については，売主は，消費

または処分の時期におけるその価額をも

って回復をする義務を負う。ただし，売

主が売買契約を締結した時に当該消費ま

たは処分を知っていたときは，この限り

でない。

買主は，劣化，滅失その他の事由によ

り遺産に属するものを受けることができ

ないときは，損害賠償を請求する権利を

有しない。

（瑕疵，権利の不存在，負担）

第1947条 遺産の売主は，遺産に属する

ものの物または権利の瑕疵については，

責任を負わない。

売主は，その相続権の存在，およびこ

れが信託遺贈，遺贈，負担，遺留分によ

る請求権，特別受益による控除，遺言執

行者の選任および分配に関する遺言者に

よる定めのないものであることについ

て，責任を負う。

売主は，さらに，限定承認の利益の喪

失についても責任を負う。

（混同により消滅したもの）

第1948条 遺産の移転によって混同によ

り消滅した義務および権利は，売主と買

主の関係では，消滅しなかったものとみ

なす。

（買主の義務）

第1949条 買主は，売主に対して，遺産

に属する義務を履行する義務を負う。た

だし，第1947条により売主が義務を負う

場合については，この限りでない。買主

は，売主に対して，遺産の税金について

も，責任を負う。

売主が売買の前に遺産の義務を履行し

たときは，買主にその償還を請求する権

利を有する。

（利得，負担，危険負担）

第1950条 売買の前に遺産から収取した

利得は，売主に帰属する。この場合にお

いては，売主は，売買より前の期間につ

いては，遺産の債務に係る利息を含む負

担を支払う義務を負う。

第1951条 買主は，売買契約を締結した

時から，遺産に属するものの責めに帰す

ることのできない滅失または劣化につい

ての危険を負担する。買主は，契約締結

時から利得を得，かつ，負担を負う。

（費用）

第1952条 買主は，売主に対して，売買

の前に遺産のために売主が支出した必要

費を償還する義務を負う。売主が売買の

前に支出したその他の費用については，

買主は，当該費用による遺産の価格の増

加が売買の時になお存するときに限り，

これを償還する義務を負う。

（債権者に対する責任）
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第1953条 買主は，売買契約を締結した

時から，遺産の債権者に対して責任を負

う。この場合においては，売主の責任も

存続する。第1949条および第1950条によ

り買主が売主に対して責任を負わない債

務についても，同様とする。

買主の責任を免除し，またはこれを制

限する売主と買主の合意は，債権者に対

してその効力を有しない。

（限定承認）

第1954条 買主は，売買契約を締結した

時に売主が限定承認をする権利を有した

ときは，遺産につき限定承認の権利を行

使することができる。

売主または買主による目録の作成は，そ

の双方の利益において効力を生ずる。

（その他の処分に係る契約）

第1955条 遺産の売却についての規定

は，遺産の処分を目的とするその他の契

約について準用する。

贈与の場合においては，売主は，贈与

の前に消費または無償で処分をしたこと

および相続権の不存在または制限につい

て責任を負わない。ただし，故意にこれ

を黙秘したときは，この限りでない。

第16章 相続証書

（意義）

第1956条 遺産について管轄を有する裁

判所は，相続人の申請により，相続人の

相続権およびその相続分に関する証書を

発行する（相続証書）。

（請求の内容）

第1957条 相続証書の発行を請求する者

は，次の各号に掲げる事項をその申請書

に記載しなければならない。①被相続人

の死亡した年月日。②遺言がある旨およ

びその内容または自己の相続権の基とな

る親族関係。③自己の相続権を排除もし

くは制限する他の者がないことまたはそ

のような者が存在したときは，相続する

ことができなくなったことおよびその事

由。④他の遺言があるときは，その内

容。⑤相続権に関する裁判が係属してい

るか否か。

（証明）

第1958条 申請をする者は，前条に規定

する事項が正確であることを公文書によ

って証明しなければならない。公文書を

提出することが不能または非常に困難で

あるときは，裁判所は，申請者に，その

申請内容とは反対の事実を知らないこと

につき宣誓証言をさせたうえで，それ以

外の証明方法を許可することができる。

（裁判所による職権調査）

第1959条 裁判所は，相続証書を申請す

る者の申請内容を確認するために，すべ

ての方法により，とりわけ申請書の公表

の方法を指定してこれを公表することに

より，職権で調査をすることができる。

さらに，裁判所は，相続権を主張する可

能性のある者，とりわけ終意処分の定め

がその効力を有さなかったならば相続人

となっていたであろう者または同一の相

続権について係属中の裁判のある者を召

喚してその意見を聴くことができる。

（多数の相続人）

第1960条 相続人が多数あるときは，そ

の１人の申請により，共同相続証書を発

行する。この場合においては，申請をし

た者は，他の相続人の氏名および相続分

ならびに他の相続人が相続を承認したこ

とを記載し，これを証明しなければなら
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ない。

裁判所は，全ての共同相続人に，申請

内容とは反対の事実を知らないことにつ

き宣誓証言をさせることができる。

（相続証書の内容）

第1961条 相続証書は，申請書の記載に

つき証明があったことを裁判所が確認し

たときに限り，これを発行する。

相続証書は，相続人の氏名，相続人が

多数あるときは各相続人の相続分，遺言

執行者の氏名ならびに信託受遺者および

信託受遺者に関する定めを記載する。

（相続権の推定）

第1962条 相続証書に相続人としての記

載がある者は，これに記載のある相続権

を有し，かつ，相続証書に記載のない定

めにより制限を受けないものと推定す

る。

（法律行為の効力）

第1963条 相続証書に相続人としての記

載がある者による第三者との法律行為ま

たは第三者による当該者に対する法律行

為は，前条の推定が存する限りにおいて

第三者の利益においてその効力を有す

る。ただし，第三者が相続証書の不正確

であることまたは裁判所がこれを撤回し

たことを知っていたときは，この限りで

ない。

（不正確な相続証書）

第1964条 真の相続人または遺言執行者

は，不正確な相続証書を有する者に対し

て，これを遺産について管轄を有する裁

判所に提出することを請求することがで

きる。

不正確な相続証書を得た者は，真の相

続人に対して遺産の状況およびこれに属

するものの行方について情報を提供しな

ければならない。

（相続証書の剥奪または取消し）

第1965条 発行した相続証書が不正確で

あるときは，遺産について管轄を有する

裁判所は，これを剥奪することを命ず

る。当該剥奪により，相続証書は，その

効力を失う。

裁判所は，直ちに相続証書を剥奪する

ことができないときは，その判決により

その効力を有しないことを宣告する。当

該判決については，判決の定めに従って

その概要を新聞に掲載する。当該概要

は，被相続人の最後の住所または居所の

新聞に掲載しなければならない。最後の

掲載から１箇月を経過したときは，相続

証書の無効を宣告した判決は，全ての者

に対してその効力を有する。

第1966条 遺産について管轄を有する裁

判所は，発行した相続証書の正確性を職

権により調査し，これを撤回または変更

する権利を有する。

第17章 遺 贈

（遺贈義務者）

第1967条 遺贈をする義務を負うことが

できるのは，相続人，信託受遺者および

受遺者とする。

遺言者が別段の定めをしなかったとき

は，相続人を遺贈義務者とする。

（多数の遺贈義務者）

第1968条 多数の相続人または受遺者が

義務を負う場合において，疑いがあると

きは，各相続人は，その相続分に応じて

負担を負い，各受遺者は，その受けたも

のの価額に応じて責任を負うものとみな

す。

多数の者が互いを排除する形で負担を
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負うときも，同様とする。

（先取分）

第1969条 相続人が受ける遺贈（先取

分）は，相続人自身が負担を負う部分に

ついても遺贈であるものとみなす。

（黙示の遺贈）

第1970条 遺言者が遺言により，遺産を

得る者に遺産中のものを取得させないこ

とを定めたときは，当該遺産中のもの

は，法定相続人にこれを遺贈したものと

みなす。

（遺贈義務者または第三者による特定）

第1971条 遺贈義務者または第三者が特

定の多数の者から受遺者を選択すべき旨

の定めがあるときは，受遺者の特定は，

遺贈義務者から当該者または第三者から

遺贈義務者に対する表示によりこれを行

う。疑いがあるときは，特定は，遺贈義

務者にこれを委ねたものとみなす。

遺贈義務者または第三者が特定をする

ことができず，または特定について裁判

所が定めた期限を経過したときは，全て

の者を連帯債権者とみなし，遺贈を受け

た者に対する求償は，これをすることが

できない。

第1972条 遺言者が多数の者に対して遺

贈を行い，かつ，遺贈義務者または第三

者に各受遺者の受けるものの特定を委ね

たときは，当該特定は，前条に規定する

方法によりこれを行う。

遺贈義務者または第三者が特定をする

ことができず，または特定について裁判

所が定めた期限を経過したときは，全て

の受遺者が遺産に対して均等に権利を有

するものとする。

第1973条 遺言者が受遺者に多数のもの

のうちの１つを遺贈した場合において，

その選択を第三者に委ねたときは，当該

選択は，遺贈義務者に対する表示により

これを行う。第三者が選択をすることが

できず，または選択について裁判所が定

めた期限を経過したときは，選択をする

権利は，遺贈義務者に移転する。

（正当な判断による特定）

第1974条 遺言者は，遺贈の目的を指定

したときは，遺贈の目的物の特定を遺贈

義務者または第三者の正当な判断に委ね

ることができる。この場合においては，

遺贈については，当事者の一方または第

三者が給付を特定すべき契約についての

規定を準用する。

（多数の者に対する同一のものの遺贈）

第1975条 第1802条から第1806条までの

規定は，多数の者に同一のものを遺贈し

たときについて準用する。

（遺贈の場合における増額）

第1976条 多数の者に同一のものを遺贈

した場合において，遺言者の死亡する前

または後にそのうちの１人が遺贈を受け

ることができなくなったときは，その遺

贈分は，他の者の遺贈分に応じてこれを

増額する。受遺者のうちの多数の者に同

一の遺贈分を遺贈したときは，当該増額

は，なるべく当該多数の者の間でこれを

行わなければならない。

第1977条 増額により受遺者が得る遺贈

分は，当該受遺者または遺贈を受けるこ

とができなくなった受遺者に課した遺贈

または負担については，個別の遺贈であ

るものとみなす。

（受遺者が先に死亡した場合）

第1978条 遺言者が死亡した時に受遺者

が生存しないときは，遺贈は，その効力

を有しない。

（遺贈義務者の資格の喪失）

第1979条 遺贈義務者が相続人または受

遺者とならなかった場合において，疑い

があるときは，遺贈は，当初の遺贈義務
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者が相続人または受遺者となることがで

きなくなったことにより利益を受けた者

がこれをする義務を負うものとみなす。

（不能な遺贈）

第1980条 遺言者が死亡した時に，不能

であり，または法に違反する遺贈は，そ

の効力を有しない。

（遺贈の撤回）

第1981条 その効力を有せず，または撤

回のあった遺贈は，代襲または増額がな

いときは，遺贈義務者の利益となる。

（遺贈したものの従物）

第1982条 疑いがあるときは，特定のも

のの遺贈は，遺言者が死亡した時に存す

るその従物にも及ぶ。

遺言者が，遺贈についての定めをした

後に物に生じた損傷につき損害賠償請求

権を有する場合において，疑いがあると

きは，当該請求権も遺贈したものとみな

す。

（遺贈したものの負担）

第1983条 遺産に属するものを遺贈した

場合において，疑いがあるときは，遺贈

義務者は，その負担を除去する義務を負

わない。

遺言者が前項の除去を請求する権利を

有する場合において，疑いがあるとき

は，遺贈は，当該請求権を含むものとす

る。

（他人の物の遺贈）

第1984条 遺言者が死亡した時に遺産に

属しない特定の物の遺贈は，その効力を

有しない。ただし，当該物が遺産に属し

ないときでも遺贈をするのが遺贈者の意

思であるとの結論が得られるときは，こ

の限りでない。遺言者が他人に引き渡す

義務を負うものは，遺産に属しないもの

とみなす。

遺言者が死亡した時に，遺贈したもの

の占有のみを有した場合において，疑い

があるときは，遺贈は，その占有を対象

とする。

遺言者が遺贈したものの引渡しを第三

者に請求する権利を有する場合におい

て，疑いがあるときは，当該請求権を遺

贈したものとみなす。遺言者が，遺贈の

定めの後に生じた喪失または強奪につい

て損害賠償を請求する権利を有するとき

も，同様とする。

第1985条 遺言者の死亡した時に遺産に

属しなかったものの遺贈が前条に従って

その効力を有するときは，遺贈義務者

は，これを取得して受遺者に引き渡す義

務を負う。

遺贈義務者がこれを取得して引き渡す

ことができず，またはそのために過度の

費用が必要となるときは，その価額を引

き渡すことができる。

（遺贈したものの附合または混合）

第1986条 遺贈の定めをした後に遺言者

が遺贈すべき物を他の物に附合または他

の物と混合させた場合において，他の物

に対する所有権が当該物にも及び，また

は共有が生じたときは，遺贈は，当該状

態が遺言者の死亡したときに存する場合

には，その効力を有しない。

附合または混合が遺言者以外の第三者

がしたものであり，かつ，遺言者が共有

権を取得した場合において，疑いがある

ときは，共有権を遺贈したものとみな

す。

遺言者が附合させた物を取り外す権利

を有する場合において，疑いがあるとき

は，当該権利を遺贈したものとみなす。

（加工または変形）

第1987条 遺贈の定めをした後に遺言者

が遺贈した物を加工または変形して新た

な物を作った場合において，法により加
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工または変形をした者が当該新たな物の

所有者となるときは，遺贈は，その効力

を有しない。

変形が遺言者以外の第三者がしたもの

であるときは，第1984条第3項の規定を

適用する。

（弁済のあった債権の遺贈）

第1988条 遺言者が，その死亡する前に

弁済のあった債権を遺贈し，かつ，債権

の目的物がなお遺産の中にある場合にお

いて，疑いがあるときは，当該目的物を

遺贈したものとみなす。債権が金銭につ

いてのものであった場合において，疑い

があるときは，遺産に同額の金銭がない

ときでも，同額の金銭を遺贈したものと

みなす。

（種類物）

第1989条 遺言者が種類物を遺贈したと

きは，受遺者は，自己の在る状況に応じ

た物を受ける権利を有する。

第1990条 種類物を遺贈した場合におい

て，その特定を受遺者または第三者に委

ねたときは，当該特定は，遺贈義務者に

対する表示によりこれを行う。受遺者ま

たは第三者が特定をすることができず，

特定の期限を経過し，または行った特定

が前条に従ったものでないときは，遺産

について管轄を有する裁判所が特定をす

る。

第1991条 種類物を遺贈したときは，そ

の権利または物の瑕疵による遺贈義務者

の義務については，売主の義務について

の規定を準用する。疑いがあるときは，

遺産に属しないものの遺贈についても，

同様とする。ただし，第1985条第2項の

場合においては，この限りでない。

遺贈したものが不動産である場合にお

いて，疑いがあるときは，遺贈義務者

は，不動産を対象とする役権その他の物

権について責任を負わない。

（全ての請求権の遺贈）

第1992条 遺言者がその全ての請求権を

遺贈した場合において，疑いがあるとき

は，金銭についての請求権のみを対象と

し，それ以外の請求権，無記名債権証券

または銀行もしくは貯蓄銀行の預金を対

象としない。

（債務の遺贈）

第1993条 遺言者が受遺者にその債務の

全部を遺贈した場合において，疑いがあ

るときは，遺贈義務者は，条件，期限ま

たは抗弁をもって対抗することなく，債

務を弁済する義務を負う。

第1994条 遺言者がその債権者に金銭を

遺贈し，かつ，債務がある旨を隠匿した

場合において，疑いがあるときは，遺贈

は，債務を弁済するためにしたものでな

いものとみなす。

（遺贈による権利）

第1995条 受遺者は，遺贈により，遺贈

義務者に対して遺贈の対象であるものの

給付を請求する権利を取得する。

第1996条 第1198条の場合を除き，相続

人が遺贈義務者であり，かつ，遺言者に

帰属する特定の物または権利が遺贈の対

象である場合において，遺言者が別段の

定めをしなかったときは，受遺者は，直

ちにかつ当然にこれを取得する。遺贈

が，受遺者の負担する物権の消滅または

遺言者に対する義務の免除を対象とする

ときは，受遺者は，直ちにかつ当然に消

滅または免除により利益を受ける。

（移転または取得の時期）

第1997条 遺贈による権利は，遺言者が

死亡した時にこれを取得する（遺贈の開

始）。受遺者は，遺贈を放棄する権利を

有する。

（条件付または期限付の場合）
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第1998条 停止条件または停止期限を付

した遺贈の場合において，遺言者の死亡

した後にその成就があったときは，遺贈

は，条件または期限が成就した時に開始

する。

第1999条 遺言者の死亡した時に受遺者

が未だ胎児でなく，またはその身分が遺

言者の死亡した後に到来する事実により

特定するときは，遺贈は，懐胎があり，

または事実が到来した時に開始する。

第2000条 前2条の場合においては，遺

言者が死亡した時から遺贈が開始するま

での期間については，停止条件について

の規定を適用する。

（遺贈の放棄）

第2001条 受遺者は，遺贈を承認した後

にその放棄をすることができない。

承認および放棄は，遺贈義務者に対す

る意思表示によりこれを行う。当該意思

表示は，遺贈が開始した後にのみこれを

行うことができ，条件もしくは期限を付

し，または遺贈の一部のみについてこれ

をしたときは，その効力を有しない。

相続の承認または放棄に関する第1854

条，第1855条第2項および第1856条の規

定は，遺贈の場合について準用する。

第2002条 遺贈を履行する時期の特定を

遺贈義務者の判断に委ねた場合におい

て，疑いがあるときは，履行は，遺言義

務者が死亡した時にこれを請求すること

ができる。

（遺贈したものの果実）

第2003条 遺産に属する特定のものを遺

贈したときは，遺贈義務者は，遺贈の開

始する前に収取した果実および遺贈した

権利により他の方法で受けた全てのもの

を受遺者に引き渡す義務を負う。遺言義

務者は，果実でない利得については，こ

れを引き渡す義務を負わない。

（費用）

第2004条 遺産に属する特定のものを遺

贈したときは，遺言義務者は，所有権者

と占有者との関係についての規定に従っ

て，遺言者の死亡した後に物のために支

出した費用および物を対象とする負担を

除去するために遺言者の死亡した後に支

払った金銭の償還を請求することができ

る。

（負担を負う受遺者）

第2005条 遺贈をする義務または負担を

負う受遺者は，自己が遺贈によって得る

べきものを請求することができる時から

のみ，履行をする義務を負う。

第2006条 遺贈をする義務または負担を

負う受遺者は，自己が遺贈によって得た

ものが履行をするのに十分でないとき

は，自己に対する遺贈を承認した後で

も，履行を拒絶することができる。

第1979条により，他の者が遺贈義務者

の地位を承継するときは，当該者は，受

遺者の責任を限度に責任を負う。

（遺贈の瑕疵）

第2007条 遺留分についての規定または

前条により遺贈に基づく給付を減額した

場合において，疑いがあるときは，受遺

者は，自己の負う負担をこれに応じて減

額する権利を有する。

（代襲）

第2008条 遺言者が，第１順位の受遺者

が遺贈の目的物を取得しなかった場合に

ついて当該目的物を他の者に取得させる

旨を定めたときは，第1810条から第1812

条までの代襲相続についての規定を準用

する。

（信託代襲）

第2009条 遺贈の取得があった時より後

の特定の時期の経過または事実があった

時からは，遺贈したものを他の者に取得
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させる旨の遺言者の定め（信託代襲）

は，公益に係る事由または負担を負う第

１順位の受遺者の死亡した時に生存する

遺言者の直系血族もしくは3親等内の傍

系親族の利益のためのみに，その効力を

有する。代襲は，これ以外の者について

は，その効力を有しない。

（家庭用遺贈）

第2010条 遺言者の意思が，遺贈したも

のを自己の家族が保持するというもので

あるときは，前条の親族のうち，遺言者

が，負担を負う第1順位の受遺者の死亡

した時に死亡していたならば遺言者を法

定相続していたであろう親族に，これを

代襲遺贈したものとみなす。

第18章 負 担

第2011条 第1789条，第1967条，第1968

条，第1973条，第1974条，第1979条，第

1980条，第1989条および第2002条の規定

は，終意処分が負担を含むときについて

準用する。

（給付を受ける者）

第2012条 遺言者は，特定の目的のため

に負担を課し，かつ，給付を受けるべき

者の特定を，当該負担を負う者または第

三者に委ねることができる。

（負担を負う者または第三者による特定）

第2013条 前条の場合において，給付を

受けるべき者の特定を，負担を負う者に

委ね，かつ，特定について裁判所の指定

した期限を経過したときは，特定は，訴

えを提起した者がこれをする。

特定を第三者に委ねたときは，第三者

は，負担を負う者に対する意思表示をも

って特定をする。第三者が特定をするこ

とができず，または特定について裁判所

が指定した期限を経過したときは，特定

は，負担を負う者がこれをする。裁判所

は，負担を負う者の請求によっても，特

定をすべき期限を指定することができ

る。

（履行を請求する者）

第2014条 負担の履行は，遺言執行者，

相続人，共同相続人の他，負担を負う第

１順位の者が相続をし，または遺贈を受

けることができなくなったときに直接利

益を得る者が，これを請求する権利を有

する。

負担の履行が公益に関するものである

ときは，国家当局もこれを請求すること

ができる。

（負担の無効）

第2015条 負担がその効力を有しない場

合において，負担を負う者のための定め

もその効力を有しないのは，遺言者にそ

の旨の意思があるとの結論が得られると

きのみとする。

（不能の負担）

第2016条 負担の履行が，負担を負う者

の責めに帰すべき事由により不能となっ

たときは，負担を負う第１順位の者が相

続をし，または遺贈を受けることができ

なくなったことによって利益を得たであ

とう者は，不当利得についての規定に従

って，負担を負う者がこれを履行するた

めに支出をしなければならなかったであ

ろう部分の引渡しを請求することができ

る。
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第19章 遺言執行者

（選任）

第2017条 遺言者は，その遺言をもっ

て，1人もしくは多数の自然人または1つ

もしくは多数の法人を遺言執行者として

指定することができる。遺言者は，遺言

執行者に，その共同遺言執行者または承

継人を指定することを委ねることもでき

る。

（能力）

第2018条 遺言執行者の選任は，遺言執

行者としての選任を受けた者が行為能力

を有せず，または制限行為能力者である

ときは，その効力を有しない。

（開始，承認，放棄）

第2019条 遺言執行者の事務は，その承

認により開始する。

承認および放棄は，遺産について管轄

を有する裁判所の書記官に対する意思表

示でこれを行い，書記官は，関連する記

録を作成する。当該意思表示は，相続の

開始より前にこれをし，またはこれに条

件もしくは期限を付したときは，その効

力を有しない。

遺産について管轄を有する裁判所の裁

判長は，利害関係を有する者の請求によ

り，遺言執行者が本条の意思表示をすべ

き期限を定めることができる。当該期限

を経過したときは，遺言執行者は，その

事務を放棄したものとみなす。

（遺言執行者の権限）

第2020条 遺言執行者の事務は，遺言の

定めの執行であるものとする。

遺言執行者は，遺言者が明示的に許可

し，または遺言の定めを執行するのに必

要な全ての行為をする権利を有する。遺

産の全部または一部を管理する遺言執行

者の権利についても，同様とする。

（裁判所の許可を必要とする行為）

第2021条 前条の場合において，遺産に

属する不動産，負債証券，株式もしくは

株式会社の債権証券を処分し，消費貸借

もしくは和解を締結し，または290ユー

ロを超える支出をする必要がある場合に

おいて，相続人がこれに同意しないとき

は，遺言執行者は，遺産について管轄を

有する裁判所の許可を得て，当該行為を

する権利を有する。裁判所は，不能また

は非常に困難でないときは，事前に相続

人の意見を聴かなければならない。

第2022条 遺言者は，遺言における明示

的な定めにより，遺言執行者を前条の制

限から免除することができる。

（遺言執行者の責任）

第2023条 遺言執行者は，その義務の履

行に際しては，その責めに帰すべき事由

による遺産の全ての損害について，委任

の規定に従って責任を負う。管理をする

場合には，遺言執行者は，報告をする義

務を負う。

多数の遺言執行者は，共同の責めに帰

すべき事由については，連帯してその責

任を負う。

（多数の遺言執行者）

第2024条 遺言執行者が多数あるとき

は，全員で行為をしなければならない。

そのうちの１人が欠けたときは，残りの

者が全員で行為をしなければならない。

意見の相違があったときは，多数による

決議をもって判断をする。多数による決

議を得ることができないときは，裁判所

が自由に判断をする。遺言者は，別段の

定めをすることができる。
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多数の遺言執行者があるときは，各遺

言執行者は，単独で保存行為をすること

ができる。

（遺産に関する訴え）

第2025条 相続人は，遺産に関する訴え

を提起することができる。遺言執行者

は，遺産またはこれに関連する請求権の

管理をするときは，遺産の債権を回収

し，遺産に対する債権につき請求を受け

ることができる。

（遺産に対する請求権）

第2026条 遺産に対する請求権は，相続

人を相手にこれを行使しなければならな

い。

遺言執行者は，前項の裁判に訴訟参加

することができる。

（報酬）

第2027条 遺言者が別段の定めをしなか

ったときは，遺言執行者は，遺産につい

て管轄を有する裁判所に相当の報酬を定

めることを請求することができる。

裁判所は，不能または非常に困難でな

いときは，事前に相続人の意見を聴かな

ければならない。

（事務の終了）

第2028条 相続人が，遺言執行者が執行

すべき遺言の定めを自己が執行すること

につき，十分なものであると裁判所が判

断した担保を提供したときは，遺言執行

者の事務は，終了する。

第2029条 遺言執行者の事務は，遺言執

行者が死亡し，または事後的に行為能力

の剥奪もしくは制限を受けたときは，終

了する。

第2030条 遺言執行者は，いつでも，遺

産について管轄を有する裁判所の書記官

に対する意思表示をもって，その事務を

放棄することができる。この場合におい

ては，書記官は，関連する記録を作成し

なければならない。放棄は，これに条件

または期限を付すことができず，相続人

にこれを通知しなければならない。

第2031条 重大な事由，とりわけ義務の

重大な懈怠または管理をする能力の欠如

があるときは，裁判所は，利害関係を有

する者の請求により，不能または非常に

困難でないときは事前に遺言執行者の意

見を聴いて，遺言執行者を解任すること

ができる。

第20章 死因贈与

（意義）

第2032条 贈与者が先に死亡し，または

当事者の双方が同時に死亡することを停

止条件として贈与をした場合において，

受贈者がそれまでの期間は贈与の目的物

を利用することができないとき（死因贈

与）は，法に別段の定めがない場合に

は，贈与についての規定を適用する。

（撤回）

第2033条 贈与者は，死因贈与を自由に

撤回することができる。

撤回の意思表示は，公正証書により，

受贈者にその通知をしたものでなければ

ならない。不動産の贈与の場合において

は，撤回の登記をすることを要する。

贈与は，撤回により，当然にその効力

を失う。

（撤回をしない旨の合意）

第2034条 死因贈与について，その撤回

をしない旨を合意したときは，通常の贈

与を撤回することができる場合および方

法によってのみ，これを撤回することが
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できる。

（債権者または遺留分権利者の権利）

第2035条 債権者の債権または遺留分権

利者の遺留分を害する形で贈与者の財産

に減少をもたらす死因贈与については，

遺贈についての規定を適用する。
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